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                  令和７年１０月１６日 

 文化スポーツ部ふるさと文化財課 

 

 

東京都指定有形文化財（建造物）内藤家住宅 

保存活用計画（案）の作成について 

 

 

１ 趣旨 

  令和５年３月に東京都有形文化財（建造物）に指定された内藤家住宅は、歴

代の内藤清兵衛が居住し、江戸時代後期の建造物等が良好に保存されてきた都

内でも貴重な文化財です。本市では、その文化的・歴史的価値を将来にわたっ

て長く維持するために、保存だけではなく活用も重視した検討を進めてきまし

た。 

この検討結果を踏まえ、内藤家住宅の文化財的価値についての理解と考え方

を示すとともに、活用の方針を明らかにするため、東京都指定有形文化財（建

造物）内藤家住宅保存活用計画（案）（以下「保存活用計画」といいます。）を

作成するものです。 

 

２ 概要 

 (1) 計画の概要                （本文掲載２～３４ページ） 

   内藤家住宅の保存の現状と課題を明らかにし、保存と活用に向けた計画策

定の目的や基本方針を示しています。  

 (2) 保存管理計画             （本文掲載３５～１２４ページ） 

   内藤家住宅の建造物や工作物に関して、歴史的価値を示す基準の時代を設

定し、保護の区分と方針を示しています。 

(3) 環境保全計画           （本文掲載１２５～１６２ページ） 

   内藤家住宅の建造物や樹木を含めた庭に関して、環境保全の現状と課題、

区域や建造物ごとの区分、保全方針等を示しています。 

 (4) 防災計画              （本文掲載１６３～１８０ページ） 

   内藤家住宅の防火、防犯、耐震などの現状と課題を踏まえ、それぞれの対

策等を示しています。 

 (5) 活用計画              （本文掲載１８１～１９２ページ） 

   内藤家住宅の公開活用にむけた復原改修や、構造補強改修及び整備活用に

係る改修のための基本方針を示しています。 

 (6) 保護に係る諸手続き         （本文掲載１９３～１９５ページ） 

   文化財建造物の現状を変更しようとする場合など、東京都教育委員会への

申請・届出及び当該計画の取扱いを示しています。 

 教育委員会定例会資料５ 
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３ 今後の予定 

  保存活用計画について、令和７年１１月１８日から同年１２月１７日までの

期間でパブリック・コメント手続を実施し、市民からの意見等を反映させた計

画として取りまとめます。 
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口絵-1  外観 主屋 北東から見る。 

 

 

口絵-2 外観 主屋 東面 



 

口絵-3 外観 書院 北東から見る。 

 

 

口絵-4 外観 書院 南面 



 

口絵-5 外観 蔵 

 

 

口絵-6 外観 書院の蔵 



 

口絵-7 外観 庭門 

 

 

口絵-8 外観 表門 



 

口絵-9 内観 主屋 式台 

 

 

口絵-10 内観 主屋 玄関 



 

口絵-11 内観 主屋 広間 

 

 

口絵-12 内観 書院 カミノマ 



 

口絵-13 内観 主屋 土間 

 

 

口絵-14 内観 蔵 １階 



 



例 言 

 

1. 本書は、東京都指定有形文化財（建造物）内藤家

住宅に関する保存活用計画として、令和５年４

月から令和８年３月までにかけて作成する。 

2. 本書における施設名称及び部屋名称等の表記

は、東京都有形文化財（建造物）指定時に使用さ

れている名称を用いたが、不足している箇所に

ついては、便宜上、本書において設定した。 

3. 本書作成に当たり、府中市文化財保護審議会、

同内藤家住宅保存活用に関する部会及び東京都

教育庁の指導・助言を受けた。 

4. 本文及び図面とも、表示寸法は原則としてメー

トル法（SI 単位）としたが、必要に応じて尺貫

法を用いて補足した。 

5. 数字は原則としてアラビア数字を用いたが、百、

千、万、などの漢字や漢数字を補助的に使用し

た。 

6. 年号は原則として和暦表示とし、西暦は必要に

応じて（ ）内に併記した。 

7. 文書内の写真は特別な記載がない限り、株式会

社文化財保存計画協会が計画策定期間内に撮影

したものである。 

8. 内藤家住宅保存活用計画策定関係者 

(1) 作成者 

府中市 

(2) 府中市文化財保護審議会内藤家住宅保存活

用に関する部会 

文化財保護審議会委員 

藤井 恵介委員 

（東京大学名誉教授） 

福嶋 司委員 

（東京農工大学名誉教授） 

臨時委員 

藤田 香織委員 

（東京大学大学院工学系研究科教授） 

粟野 隆委員 

（東京農業大学教授） 

 

 

 

 

横尾 隆義委員 

（（一社）地域人材基盤理事） 

大津 貞夫委員 

（特定非営利活動法人府中観光協会会長） 

オブザーバー 

東京都教育庁地域教育支援部管理課 

府中市総務管理部建築施設課 

(3) 策定業務委託受注者 

株式会社文化財保存計画協会 

木本 泰二郎 

髙山 大典 

寺内 康史 

中野 萌木 

 

9. 参考文献・資料・報告書等 

・『東京都文化財調査報告書 15 北多摩文化財総

合調査報告』 

第一分冊/昭和 40 年 1 月/東京都教育委員会 

・『府中市の歴史的建造物』 

平成 21 年 3 月/府中市教育委員会 

・『東京都の近代和風建築 東京都近代和風建築総

合調査報告書』 

平成 21 年 3 月/東京都教育委員会 
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１．計画の作成 

1-1．計画作成年月日 

令和８年（2026）３月作成（予定） 

 

1-2．計画作成者 

府中市 

 

２．文化財の名称等 

2-1．東京都指定有形文化財（建造物）の名称・員数 

内藤家住宅 ６棟  

主屋１棟、書院１棟、蔵２棟、表門１棟、庭門１棟、

土地付１棟 

 

2-1-1．指定年月日 

令和５年（2023）3 月 16 日 

 

2-2．建造物の構造及び形式 

主屋    

木造２階建、複合屋根（入母屋造・切妻造）、 

銅板葺き、建築面積 367.51 平方メートル 

書院    

木造平屋建、寄棟造、銅板葺き、 

建築面積 125.04 平方メートル 

蔵     

木造２階建、切妻造、トタン葺き、 

建築面積 30.14 平方メートル 

書院の蔵  

木造２階建、切妻造、トタン葺き、 

建築面積 26.40 平方メートル 

表門    

木造一間冠木門、間口 3.31 メートル、両袖塀付 

庭門    

木造一間棟門、切妻造銅板葺き、間口 1.84 メート 

ル、控柱付 

土地面積 2,373.05 平方メートル 

 

 

 

2-3．所有者等の氏名及び住所 

所有者： 

府中市 

所在地： 

東京都府中市宮西町２丁目 24 番地 

 

３．文化財の概要 

3-1．文化財の構成 

内藤家住宅は、令和４年（2022）に府中市有形文

化財（建造物）に指定され、書院を重視した構えと

格段に大きな規模を持つ都内有数の農家建築と位置

付けられた。令和５年（2023）には、主屋を含む計

６棟及び土地が東京都の有形文化財（建造物）に指

定された。 

 

東京都指定有形文化財（建造物） 

主屋１棟、書院１棟、蔵１棟、書院の蔵１棟、表門

１棟、庭門１棟、土地 2,373.05 平方メートル 

 

3-2．文化財の概要 

3-2-1．立地環境 

内藤家住宅は古多摩川が形成した立川段丘面の平

坦面に立地し、府中市域を東西に横断する幹線道路

である甲州街道（現旧甲州街道）の沿道に所在する。

近世の甲州街道は江戸と甲府、さらに信州方面を結

んでいた五街道の一つとして多くの人々が往来し、

物資が輸送される重要な交通ルートであった。 

内藤家住宅の所在は、近世においては本宿村の一

角を占め、近代以降は神奈川縣、東京府と管轄を変

え、東京都北多摩郡西府村となった。そして昭和 29

年（1954）に１町２村の合併により誕生した府中市

となり、現在に至っている。 

 

3-2-2．創立沿革 

内藤家住宅に代々居住したのは、当主を「清兵衛」

と称する旧家である。同家では、江戸前期の 17 世紀

中頃に甲州街道の道筋が整備された際に、現在地に

屋敷地が割り当てられたと考察される。 

 当家は、本宿村の寛永 12 年（1635）の検地帳に
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は記載されておらず、街道整備後の延宝 6年（1678）

の『武州多摩郡府中領本宿村屋舗御検地水帳』（『府

中市史史料集（八）』昭和 40 年・府中市史編纂委員

会）に「五間半六間 屋敷壱畝三歩」と記載されて

いる。その屋敷地は間口５間半奥行６間で面積が１

畝３歩、その記載順から甲州街道の南側の東側から

6 軒目である。延宝検地帳記載の本宿村内の家の屋

敷地の規模を比較してみると、この時点では同家の

屋敷地が村内で一般的な規模であったことが分かる。 

 一方、『本宿村居屋敷絵図』（内藤清兵衛家旧蔵資

料）の記載によれば、甲州街道南側の東側から７番

目に位置する内藤清兵衛家の屋敷地は、間口 42 間

半である。この絵図は、幕末頃の史料と推測される

ため、約 200 年の間、内藤清兵衛家は同じ場所に居

を構えていたことが分かる。また、屋敷地には 5 間

半（約 10ｍ）から 42 間半（約 77ｍ）と、規模が大

きく変化したことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この幕末の最盛期の規模を読み取れる史料とし

て、 昭和８年（1933）の測地図がある（図 1-2）。

間口は 42 間半と同規模であることを確認できる。

かつては、土蔵 10 棟あまり、納屋数棟が主屋を囲

むように立ち並び、 敷地西側には南北方向に大きく

延びる 醤
しょう

油工場が位置していた。  

昭和８年（1933）以降に、醤油工場が位置してい

た敷地西側から、土蔵や納屋が建ち並んでいた敷地

南側にかけて土地を売却して規模を縮小させたが、

東の蔵２棟は隣接地内に現存しており、かつての屋 

敷構えの一部を今に伝える。また、書院の北側に位

置する庭園は書院の創建と共に作庭されたと考えら

れ、後年の整備が付加されているものの、当初の構

成は失われることなく維持されている。

図 1-1 府中市全図（『府中市史史料集第八集』より転載） 
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図 1-2 土地の変遷 

（出典：『北多摩群西府村本宿字南原 三,七七八 三,七七九番地 測地圖 百分ノ一 昭和八年一月 測圖完成』に加筆して作成） 

現在の規模（隣接地含む） 

醤油工場 

庭園 

土蔵 
（東の蔵） 

味噌蔵 
農園の蔵 牛小屋 

畑 

竹藪 

促成栽培所 

指定範囲（市有地） 
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図 1-3 内藤家住宅 配置図 
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図 1-4 内藤家住宅 主屋・書院・蔵 平面図 

※室名は東京都有形文化財（建造物）指定時に使用されている名称を基本とし、括弧書きの室名は便宜上、付したものである。 
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図 1-5 内藤家住宅 主屋立面図 
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図 1-6 内藤家住宅 書院立面図 

図 1-7 内藤家住宅 表門（冠木門）・庭門 平面図・立面図 
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3-2-3．施設の性格 

令和 6 年（2024）に府中市が取得するまでは、内

藤家の住宅として使用されていた。建築的には住宅

建築であり民家であるが、内藤清兵衛の立場（肩書）

や生業
なりわい

を鑑みると、地域の主導的な役割を果たした

役所的な機能と、醤油醸造業で財を成した商家とし

ての機能を持ち合わせ、それぞれの時代に合わせて

増改築を行ってきた。 

 

3-2-4．各建物の建築年代 

主屋・書院 

先代ご当主からの聞き取りにより、天保期の家相

図があると伝えられていたが、指定後の調査により

土地や間取り、暦等の吉凶判断をした 4 点の家相図

が発見された。この家相図は紀年、制作者、縮尺等

が書かれ、既に建っている建造物等が墨書き、計画

事項が朱書きで示されている。年代順に記載内容を

確認することで、内藤家住宅の変遷を知ることがで

きる。 

天保 12 年（1841）の家相図には屋敷全体の建造

物が墨書きされ、その図上に重ねられた別紙に主屋

と書院等の間取りが朱書きされている。これにより

主屋と書院の建設は一括して計画されたことが確認

できる。 

嘉永２年（1849）の家相図では、天保 12 年（1841）

の家相図の朱書きの間取りをほぼ踏襲して墨書きさ

れており、主屋と書院等主要な建物の建設は天保 12

年（1841）から嘉永 2 年（1849）までの間に完了し

たことが確認できる。また、書院から３尺ほど西に

外壁線が描かれており、書院を曳家する等の改築が

計画されている。 

嘉永６年（1853）の家相図では、嘉永 2 年（1849）

の家相図に描かれている改築計画の間取りをほぼ踏

襲して墨書きされ、一連の工事が嘉永 6 年（1853）

までに完了していることが確認できる。 

また、書院各間の床脇・袋戸棚小襖の絵に落款が

あり、制作者や年代が判明する。シモノマ天袋小襖

には「壬子
じ ん し

冬日秉燭
とうじつへいしょく

 写椿生
しゃちんせい

」とあり、文人画家・

椿
つばき

椿山
ちんざん

（1801～1854）の作で、壬子は嘉永 5 年（1852）

と考えられる。カミノマ天袋小襖には「行年
ぎょうねん

七十七
ななじゅうなな

可庵
か あ ん

武
ぶ

清
せい

」とあり、文人画家・喜多
き た

武
ぶ

清
せい

(1776～1856)

の作で、行年七十七は嘉永 5 年（1852）と考えられ

る。いずれの制作年代も書院改築の時期と一致する。 

書院庭園についても『庭造伝
ていぞうでん

図会
ず え

』（内藤治右衛門

家旧蔵資料、府中市郷土の森博物館蔵）の中に「嘉

永六癸丑四月 本宿村内藤對川
たいせん

庭造」と記載があり、

これに内藤家住宅書院の庭の石組が描かれている。

これにより、嘉永年間の書院改築の時期に庭が造ら

れたことが判明した。なお、封川は清兵衛以寛の号

とみられる。 

 

表門（冠木門） 

明治 34 年（1901）には、内藤清兵衛家の冠木門

が竣工している。棟札の実物が保存され、その表に

は「上棟札 冠門 大工棟梁 府中分倍川原 佐藤

彌一 年六十三才ノ時」、棟札の裏には「明治三十四

年十一月二十七日書入 右彌一ノ二男佐藤規矩 三

男佐藤桂 左彌一ノ弟子 八坂廣吉 蕪木清次郎 

高橋龍時」と記入されている。この年の６月 20 日に

は、内藤清兵衛家の養子となった佐保田直助（のち

に最後の内藤清兵衛を名乗る。）と、内藤よし（内藤

信吉家から清兵衛家の養女になった。）が結婚してい

ることから、冠木門は家を挙げての祝事を記念して

新設された可能性が高い。 

 冠木門が設置される以前には、門がある場所には、

より大きな長屋門が設置されていたと伝えられてい

るが、絵図などの資料や古写真からは存在が確認で

きていない。 

 

東側土蔵２棟 

 内藤清兵衛家には主屋と接続する蔵、書院と接続

する蔵の２棟の蔵があり、そのほかに指定地外東側 

に土蔵が２棟ある。このうち前者の蔵については、

年代を知る史料がまだ見出されていないが、東側の

土蔵２棟については、近代以降の内藤清兵衛家の収

支決算状況や財産所有状況を年単位で記録した『金

銀取調帳』の中に、建物との関係性がうかがわれる

記載項目があり、建築年代を考える手掛かりとなる。 

 『金銀取調帳』の明治 12 年（1879）の損益勘定の

支出項目には、損金（支出金）として 1,200 円の支



第 1 章 計画の概要 

 

10 

出があり、翌、明治 13 年（1880）の損益勘定の支出

項目にも 1,120 円の支出があって、例年の「営繕」

の項目の３倍から４倍もの経費が記録されている。

それに加えて『金銀取調帳』の明治 12 年の収入とし

て 421 円、同 13 年の収入として 229 円が新たな項

目として「蔵収入」の項目に記入されており、この

状況から、明治 12 年と 13 年に新しい蔵が建設され、

その蔵を貸し出すことで、内藤清兵衛家は新たな収

入が得られるようになったことが推察される。 

 以上より、東側土蔵については、明治12年（1879）

と明治 13 年（1880）に相次いで設置された可能性

が高い。２棟の蔵の新旧については不明だが、内藤

家には、東側土蔵については、西府村の穀物などの

備蓄倉庫として貸し出されていたという伝承もあり、

蔵の新設には、当初から貸出しによる収入確保が期

待されていたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

 内藤清兵衛家の各建物については、次のとおり設

置年代を推定することができる。 

 

①主屋・書院の建設・落成 

 年代：天保 12 年（1841）～嘉永２年（1849） 

 清兵衛家当主：内藤清兵衛以寛 

 

②表門（冠木門）の建設 

年代：明治 34 年（1901）11 月 

 清兵衛家当主：内藤清兵衛良助 

 

③東側の土蔵 2 棟の建設 

年代：明治 12 年～13 年（1879～1880）の間 

 清兵衛家当主：内藤清兵衛良助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 内藤家住宅に関わる年表 

年号 西暦 月日 出来事 内藤清兵衛家当主 

延宝６年 1678 ２月～３月 
内藤清兵衛家の史料上の初見 延宝検地帳（『府中領本宿村御検地水帳』）

に内藤清兵衛家の記載がある。 

内藤清兵衛 

（幼名・諱不明） 

天保 12 年 1841 ６月 天保 12 年家相図 主屋と書院が計画された。 内藤清兵衛以寛 

嘉永２年 1849 ８月 嘉永 2 年家相図 主屋と書院が嘉永 2 年までに建設された。 内藤清兵衛以寛 

嘉永５年 1852 
 書院襖絵の制作 書院シモノマ（南）の床脇天袋の襖絵と書院カミノマ（北）

床脇天袋の襖絵が制作された。 
内藤清兵衛以寛 

嘉永６年 1853 
４月 書院北庭の作庭 内藤清兵衛以寛 

９月 嘉永 6 年家相図 書院の改築が嘉永 6 年までに完了した。 内藤清兵衛以寛 

明治 12 年 1879 
 東側土蔵の新設 内藤清兵衛良助 

明治 34 年 1901 11 月 27 日 冠木門の建設 内藤清兵衛良助 
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3-2-5．主な改造時期とその内容 

主な部屋の改修履歴 

当家は江戸時代に本宿村の名主や組頭を勤め、か

つては土蔵 10 棟あまり、納屋数棟が主屋を囲むよ

うに建ち並び、街道筋に醤油商としての建物が建つ

堂々たる屋敷構えであった。 

主屋については、屋根葺材の変更や応接間の設置

など増改築を重ねてきたが、全体としては構造体に

関わるような大きな改造はなく、旧材をよく残して

いる。 

書院棟が別棟となることは、名主クラスの農家で

は、数は少ないが存在する。内藤家住宅で特異なの

は、玄関が主屋の北側に設けられ、そこから書院棟

へ誘導するように計画されたことである。玄関は、

本来であれば仏間か座敷となる位置にあるが、座敷

が別棟に置かれたため、玄関に置き換えられたと推

測する。また、敷地が甲州街道に北面していること

から、街道側からの訪問に対する配慮であったと考

えられる。 

以上から、内藤家住宅は特に書院を重視した構え

であり、格段に大きな規模を持つ都内有数の農家建

築といえる。家の大きさは、建設された江戸時代後

期から明治期までの内藤家の繁盛ぶりを明示してい

ると判断できる。 

 

１ 十帖 

 十帖は角部屋で、近年、内藤家の住宅として使用

されていた時期には、新建材による内装の改修が行

われていたが、旧来の軸部や建具等を存置した上で

の整備となっており、旧材が良好に保存されている。

特に、南面及び西面には杉戸絵が原位置で保管され

ている。本来、十帖は広間の次の間的性格であるは

ずだが、広間境に欄間はなく閉鎖的である。また、

玄関・十帖境の南端間は、食い違い間取りのため、

玄関奥の納戸（仏間）へ通じる片開き板戸が入って

おり、しかも納戸内から施錠（落し猿）できるよう

になっている。施錠については、玄関左右（十帖及

び四畳廊下境）の杉戸は玄関内から、玄関・納戸境

の引違い襖は納戸内から、次に述べる広間や中の間

との境も納戸内から施錠（いずれも落し猿）できる。

つまり納戸は、西面は改変されていて不明だが、他

の三面は施錠して閉鎖できる。このことから、十帖

は単なる次の間ではなく、広間にも代替する特殊な

機能が備わっていたと考えることが可能であろう。

納戸は後世、仏壇が置かれて小部屋（仏間）に分か

れたが、当初は十二畳半という広さで、そこに十帖

の客を招き入れるというこの構えが何を意味するの

かは、今後の検討を要する。 

 

２ 広間 

 主室である広間は十五畳の広さで、十帖から入る

と右手（西）に押板及び天井下に神棚が設けられて

いる。いわゆる鍵座敷である。押板は西面三間の中

央にあり、左右の間には納戸境の建具が入るが、南

間は大黒柱との間に引違い板戸、北間は中央に半柱

が立ち、その南側（押板側）は板壁、北側は納戸側

へ引き込む片引き板戸である。そして前述したよう

に両間とも納戸内から施錠でき、また押板部分の差

鴨居には槍掛けが取り付けられている。十帖の特殊

性も考えると、玄関から十帖まで招いた賓客を、そ

のまま広間に通すという接客方法は、よほど親しい

間柄の場合のみではないかと思われる。神棚や槍掛

けは家族の礼拝対象であり、賓客をその前に座らせ

るとは考えにくい。その座は当主か、本家・分家の

関係であれば本家筋の客であると推察する。当主と

土間の訪問者との対面、つまり内向き対面の場でも

あり、広間・十帖境が杉戸であることも効果を発揮

するものと考えられる。この面にも墨絵が描かれて

いる。 

 

３ 納戸 

 納戸は、現状は北側に仏間が仕切られているが、

本来は十二畳半の大間と、その南に独立した四畳の

小間からなる。両間の境に後世の引違い襖が入るが、

当初にも建具の入っていた痕跡が存在する。小間へ

は、広間西面南端間から入ることができるが、南に

接する中の間からも可能で、小間・広間境だけでな

く、小間・中の間境の引違い板戸も小間内から施錠

できることは既に述べた。ただし中の間境の板戸は、

落し猿と敷居に開けた穴の位置が一致していない。
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小間は、西面に階段室境の板壁が入るだけで他は開

口となり、開放的である。一方、大間の西面は、現

状は後世の引違い障子が入り、その外は濡れ縁（現

在はガラス戸入り）となっているが、その境より半

間内側の柱に、当初と思われる鴨居の痕跡があり、

それが復されると十畳間に縮小する。その場合の西

面開口は二間半あり、途中に柱があったかどうかは

今後の調査を要する。なお、天井は防寒対策の近年

の造作である。 

 

４ 玄関 

 木造でムクリのある切妻屋根に銅板を葺く。式台

を設け、天井は格天井で板引戸がはまる。中備には

蟇股絵様肘木を用い、懸魚
げ ぎ ょ

にはトゲのついた唐草を

用いる。玄関は、本来であれば仏間か座敷となる位

置にあるが、座敷が別棟に置かれたため、玄関に置

き換えられたと推測する。東面する十帖と書院へ繋

ぐ四帖間とは墨絵が描かれた板戸で区切られる。 

 

５ 中の間 

 中の間は十二畳の広さで、西面に幅一間の戸棚が

ある以外開口である。北面の納戸小間境は先に述べ

たとおりで、西端間は濡れ縁へ通じ、そこに入る引

違い板戸は、濡れ縁内から施錠（落し猿）できる。

東面は土間に面し、両端に大黒柱と恵比寿柱が立っ

て引違いの千本格子戸が入る。南面は台所兼食堂に

面して引違いガラス戸が入り、西面の残り一間の引

違い障子を抜けると蔵に至る。昭和 38 年（1963）

調査図では、室内中央下手寄りに半畳大の囲炉裏が

描かれている。 

 

６ 台所 

台所兼食堂は十五畳の広さで、内装材は新しく昔

の面影はない。昭和 40 年（1965）頃に食卓や便所、

フロバといった水回りを改修した。東側（土間側）

は部分的にコンクリート土間だった。牛の搾乳する

人が食事する際に使っていた。南西の張出し部分は

板の間や、中央には井戸があった。井戸を囲むよう

に建物が造られていた。この井戸は現存する。この

屋外の張出し部分の建物は昭和 30 年代（1955～

1964）に除却されたと伝わる。現在の食卓は昭和 60

年（1985）頃に改修された。 

 

７ 土間 

土間東側に位置する応接室や倉庫、便所等の諸室

は、昭和 40 年（1965）頃の改修であるが、旧来の軸

部を残したまま、内側に付加する形で整備されてい

る。上記の改修が行われる以前は、東面北側に男部

屋、東面南側に味噌部屋が位置していた。男部屋及

び味噌部屋と土間の部屋境に位置していた柱古材

は、倉庫等の間仕切り壁の中に存置され、原位置に

保存されている。 

 

８ 二階 

二階は中の間・台所兼食堂部分と、土間部分の二

手に分かれる。土間部分へは、昭和実測図によると

ダイドコロ北西隅に階段が置かれ、一方女中部屋で

ある中の間・台所兼食堂部分へは、濡れ縁に面する

階段室の梯子から上がるが、階段室の引違い板戸は

内部から施錠（落し猿）でき、さらに夜間は梯子を

引き上げていたという。聞き取り調査からは、中の

間の二階には女中部屋があり上記の階段を利用した

と伝わる。また土間部分の二階は、醸造業の集まり

の際等に宿泊施設として利用していたという。その

後、学生が生活していた時期があり、いくつかの部

屋に分かれていた。昭和 50 年代初め（1975～1980

頃）に改修し現状となった。土間南東の張出し部分

は１階と２階が繋がっており、２階も便所として利

用されていた。 

 

９ 旧八帖 

名主建築の類例などから推測すると、当初は「控

えの間」として利用し接待機能をはたしていた可能

性が考えられる。また、平成 21 年（2009）『府中市

の歴史的建造物』には、「玄関脇の部屋は控えの間と

して使用した」とある。式台とは別に脇玄関が設け

られていることも理解しやすい。現在は、南側半間

が廊下として機能しており、北側６畳間との境の間

仕切り壁は昭和 50 年（1975）頃の改修である。 
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10 書院 

桁行６間、梁間３間半の寄棟造、銅板葺きで、内

部に十二畳半の座敷二間と、床裏を除く三方に縁を

回す。座敷二間は、北側をカミノマ、南側をシモノ

マと呼び、ともに西面に床・違い棚を備えた座敷飾

りを設け、二間の境は引違い襖と欄間が入る。座敷

飾りはどちらも端正で、上下の明瞭な違いは見られ

ない。部屋境には蝶文様と菊文様の切り箔を散らし

た唐紙貼の襖がはまる。欄間も幾何学的な意匠を凝

らす。地袋と天袋には襖絵がはめられ、シモノマの

襖絵には幕末の絵師、椿椿山の落款が認められる。 

なお、現状の北面と東面の軒先は二軒
ふたのき

の垂木であ

るが、小屋裏の痕跡から、ある時期に棟木の位置を

東に半間ずらし、一軒であったのを二軒に延長した

可能性が高い。改変時期とその理由は判然としない

が、庭への正面性を意識した改変であり、家の格を

示すことにもつながる大きな改変であった。また書

院に接続する八帖の小屋裏にも改変の痕跡がみられ

るため、書院の屋根の改変にあわせて改造された可

能性がある。その他、書院西側の廊下は、当初は下

屋であったものを母屋の屋根と一体化した痕跡がみ

られる。聞き取りによると、書院は瓦葺き、トタン

葺きと屋根材を替え、昭和 30～40 年（1955～1965）

頃に銅板に葺き替えたという。昭和 52～54 年（1977

～1979）頃までに書院の縁側のガラス戸の変更、水

回りが改修された。 

 

11 蔵及び書院の蔵 

主屋の西側には、中の間通りに揃う二階建の土蔵

（蔵）と、座敷横の二階土蔵（書院の蔵）の二棟が

存在する。 

このうち書院の蔵は、明治４年（1871）着工との

伝承があり、杉を主材料とする四間弱×二間半、切

妻、平入り、銅板葺きで、外装は１階部分を下見板

張とする漆喰塗り、南妻面の１階２階それぞれに銅

板の庇と土扉が付く。また、基礎部分は旧甲州街道

に面した塀と同じく瓦を埋め込んだコンクリートで

ある。 

 
(1)府中市教育委員会 平成 21 年(2009)『府中市の歴史的建造 

物』参照 

他方、蔵は、桧を主材料とする四間×三間弱、切

妻、妻入り、トタン葺きで、外装は１階部分を下見

板張とする漆喰塗り、西妻面に金属庇、土扉を付す。

江戸後期の建設と伝わる(1)。 

 

12 主屋と蔵のつなぎの間 

つなぎの間は、聞き取りによれば昭和 53～54 年

（1978～1979）頃に軸部も屋根も全部新しく作り替

えたとのこと。昭和 38 年（1973）の調査図からは、

廊下が１間幅で４帖半と６帖の２部屋であったこと

が分かる。南面していた「池」は昭和 43 年（1968）

頃まであり、金魚が泳ぎ、池周辺にはモミジやアオ

キが植えられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 東の蔵（北）（南） 

文化財指定範囲外となるが、主屋の東側に、通路 

を挟んで切妻・平入り・平屋・瓦葺きの米蔵二棟が 

並んで存在する。史資料からは、明治 12 年（1879）

と明治 13 年（1880）に相次いで設置された可能性

が考えられる。それぞれ五間半×三間半、六間半弱

×三間の大きさで、構造もほぼ同じであるが、内部

の壁仕上げがともに未完成で、北蔵は斑直しのまま、

南蔵は小舞むき出しのままと、工事が途中で止まっ

 

 

写真 1-1 明治期のつなぎの間か（個人所蔵物） 
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たように見える。もともと穀蔵として、戦中には政

府管理米の貯蔵庫、戦後には昭和 50 年（1975）頃

まで農協の倉庫として用いられたことが分かってい

る。 

 

14 その他 敷地内の建物について 

内藤家住宅 配置図（昭和８年）（図 1-15）には、

敷地北西側に醤油仕込場や店舗が描かれている。聞

き取りによると、昭和 30 年代後半（1960～1964 頃）

までは醤油の販売を続けた。製造はせず、醤油樽に

残っている分を販売した。販売場所は、正面道路に

面していた「ミセ」で行った。昭和 20 年（1945）以

降（戦後）は、乳牛の飼育など様々な事業を行い、

同配置図に牛小屋が描かれている。昭和48年（1973）

頃に、醤油製造工場や敷地南側の土蔵群や牛小屋を

除却した。また「書院の廊下」と「ミセ」を繋ぐ、

廊下と「図書館」と呼んでいた部屋（土蔵）があっ

た。この図書館には自家で入手した書籍等の資料が

保管されていたが、主屋の応接室に移された後、府

中市郷土の森博物館へ寄贈された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 1-3 かつての主屋南側の便所（個人所蔵物） 

 

写真 1-2 かつての書院西側の水回り（個人所蔵物） 
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図 1-9 嘉永６年家相図（主屋・書院部分） 

図 1-8 嘉永６年家相図 
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天保 12 年～嘉永 2 年（1841～1849） 

主屋・書院の建設・落成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図は嘉永６年（1853）家相図をもとに尺寸換算の上作図した（嘉永２年落成、嘉永６年改築と推測）。 

・『県居井蛙録』に文政４年（1821）１月 29 日の建物完成祝いの記録が記されているが、前身建物の主屋と推察される。 

・小屋組の痕跡調査を踏まえると、主屋の L 字型平面部分は、創建時には茅葺きであったと推測できる。八畳から書

院にかけては茅葺きの痕跡は認められず、小舞下地である点と屋根勾配より、瓦葺きであった可能性が考えられる。 

 

図 1-10 変遷図 -1 
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明治期の屋根改変について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-11 変遷図 -2 

 

・主屋から書院にかけて、建物正面となる北面は二軒による深い軒先の意匠となっている点が特徴的であるが、この

軒先を形成している部材の痕跡調査より、二軒への改変は明治期に行われたと推測できる。 
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昭和 8 年（1933） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・明治期から大正期にかけて、蔵及び繋ぎの間部分の整備が行われたと考えられるが、その他は土間に附属する水廻

りの改修が大半とみられ、主要な座敷部は明治期の頃の状態が昭和初期まで保たれていたと推測できる。 

 

図 1-12 変遷図 -3 
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昭和 35 年（1960） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-13 変遷図 -4 
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現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-14 変遷図 -5 

 

・主な改変としては、土間廻りの改修（応接室、食卓等）、南のクラ繋ぎ部分の建替え、十帖の内装付加、八帖廻りの

改修が見られる。書院を含めた座敷廻りの主要部分は旧規が保たれていると見られる。 
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図に記載の各建物等の名称は、聞き取り調査や『家屋賃貸価格調査票（昭和 10 年度）』にて確認できた内容をもとに整理した。 

 

 

庭園 

醤油製造所 

土蔵 
（東の蔵） 

牛小屋 

畑 

竹藪 

促成栽培所 

納屋 
納屋 

土蔵 
（東の蔵） 

納屋 

土蔵 
（農園の蔵） 

土蔵 
（味噌蔵） 

物置 

納屋 物置 

納屋 

土蔵 
（塩蔵） 

住居 

醤油仕込場 

醤油仕込場 

醤油釜場 

住居 

便所 

土蔵 
（図書館） 

店舗 

堆肥
舎 

書院 

主屋 

池 

井戸 

堀 

図 1-15 内藤家住宅 配置図（昭和 8 年） 

（出典：『北多摩群西府村本宿字南原 三,七七八 三,七七九番地 測地圖 百分ノ一 昭和八年一月 測圖完成』を編集） 
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3-3．文化財の価値 

3-3-1．内藤家が持つ多面的な歴史的価値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内藤家住宅は、江戸時代に武蔵国多摩郡本宿村の

名主も勤め、明治時代に東京都北多摩郡西府村の初

代村長を勤めた内藤清兵衛家の住宅である。甲州街

道に北面する屋敷地の間口は、幕末頃には 42 間半

に拡大していたことが史料から分かる。本住宅の主

要な建造物は、江戸時代後期の天保 12 年（1841）

から嘉永２年（1849）の間に建設され、嘉永６年

（1853）までに改築が施された。書院と玄関を重視

した構えであり、格段に大きな規模を持つ都内有数

の上層農家の屋敷である。 

また、農家と商家の両方の性格を併せ持っていた

ことが特筆される。内藤清兵衛家は醤油醸造を副業

とし、農家としての特性と商家としての特性をうま

く連携させながら、甲州街道の沿道という立地を最

大限にいかして、家勢を増した点に大きな特徴があ

る。 

内藤家住宅は、全体的に保存状態が良好で、建具

に至るまで旧来の部材が残っている。改修された部

分においても主要部材が残っていることから、旧状

 
(2)府中市郷土の森博物館編（2000）『本宿 内藤清兵衛家文書目

録』府中市郷土の森博物館 

への回復が可能であることが特筆される。 

内藤家は、17 世紀半ばの甲州街道の新道整備とと

もに 400 年近くこの地を守り続け、屋敷地は今日に

至るまで甲州街道と共に歴史を重ねてきた。市街地

化が進む中で、江戸時代後期とされる主屋など一連

の建造物群が大きな改変もなく、庭も含めた屋敷地

一帯が良好に保存されている。 

表門や土蔵などの現存する各建造物がそろい、現

在に至る屋敷構えが整ったのは明治期と考えられる

が、その規模や全体の配置などからして、地域の歴

史を伝える貴重な文化財として高い価値を有する。 

 

3-3-2．史資料に見る内藤家の特徴 

内藤家住宅に関わる史資料のうち、文書群につい

ては目録化されている。古文書 600 余点のうち、年

号が記載されたものは半分強あるが、そのほとんど

が文政期（1818～）以降のものであり、江戸後期以

降に集中している(2)。 

内藤家文書に限らず江戸中期以前の史料は少ない

が、他家の史料も含めて検討すると、内藤家の当主

は代々清兵衛を名乗り、村役人として安永年間

（1772～1782）以降には組頭や名主を勤めていたこ

とが確認できる。嘉永３年（1850）には定役名主の

入札があり、清兵衛が落札していることが史料から

分かる。 

史料全体像として、内容は変化に富んでいる。そ

の要因は本宿村が幕末の関東幕領農村というだけで

なく、府中宿に近接した甲州街道沿いの村であるこ

とを特徴付けている。すなわち、文政改革の際の農

間渡世書上に 171 軒中 50 軒が農間商并諸職人と記

載されていること、当家もまた幕末から昭和中期ま

で醤油醸造を営んでいることから、建物の特性を捉

える視点として重要である。 

その他、内藤家住宅では令和元年（2019）の調査

で、主屋の小屋裏から総数 7,000 点以上の祈祷札が

見つかっている。一軒の建物から発見された数とし

ては、現時点では全国で最も多い数である。札の来

歴で周辺地域と比較して特徴的なのは、醸造業を営

 

１ 農村の名主屋敷としての由緒と空間性 

＜在地のリーダーとしての顔＞ 

江戸時代の主要幹線である甲州街道沿いに

位置し、現在の府中市域西部において大きな

面積を占めていた、本宿村の上層農家の屋敷

として、府中市の歴史において極めて重要な

意味を持つ。 

 

２ 農業/商業経営により栄えた生業と空間性 

＜醤油醸造を始めとした生業
なりわい

と街道による地域

を超えた結びつき＞ 

農業技術と経営に精通した商家としての家

勢を増し、甲州街道を利用して栄えた。大量の

遺品や古文書が地域の文化と民俗を物語る。 

 

＋ 
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む者が多く信仰する松尾社のお札の多さである。近

隣では松尾社を信仰する家はなく、醤油醸造を生業

とした内藤家ならではの信仰といえる。さらに、生

業に関しては、内藤家住宅内でも行われていた養蚕

に関する蚕影山大権現のお札も見られることも特徴

である。 

さらに御嶽山や三峰山などの代参講のお札が大量

にあり、全体としては東日本を中心とした寺社等の

お札が集合している。「望嶽亭」とよばれている書院

に接続する庭には、山を模したと思われる三尊石組

があることなどからも信仰深い家柄であったことが

うかがえる。 

 

3-3-3．甲州街道に面した短冊状の地割と屋敷構え 

甲州街道に面して建つ一般的な土地は、甲州街道に

面して間口５間半から６間、奥行 50 間程度を標準

とする細長い短冊状の地割であった(3)(4)。これは街

道に対しての間口規制によることや街道沿いに分割

による共同開墾がなされたことによる。その中で、

 
(3)府中市史編さん委員会編（1969）『府中市近代編資料集 第 1 

集』武蔵野美術大学生活文化研究会 宮本常一 

内藤家住宅の間口は 42 間半あり、幕末期には卓越

した広さを有していたことが分かる（図 1-16）。 

 また、本宿村に所在した甲州街道沿いの民家の実

測図からは、屋敷の形や位置に関係なく東に正面を

向ける建物が多い傾向が分かる（図 1-17、1-18）。

これは甲州街道を軸に南北を長手とする細長い短冊

状の敷地割に影響されていると推察される。内藤家

住宅においても、近代にかけて行われた増改築によ

り複雑化しているものの、同様の傾向がみられる。

すなわち主屋の広間や十帖間が縁側を介して東側に

向き、書院では座敷２間を主屋から北側にずらして

東側に向けて建つ。 

さらに、内藤家住宅では、名主屋敷として式台を

妻側（北側の甲州街道へ）に設ける。また、日常動

線である土間への入口も主屋を矩折れさせ北側に向

ける。 

これらの甲州街道に対しての正面性を確保する建ち

方は、天保 12 年（1841）の家相図や嘉永２年（1849）

の家相図において確認できるため、当初からの計画

(4)府中市史編さん委員会編（1973）『府中市近代編資料集 第 

12 集』本宿村の村落構造と土地所有 羽藤貴久子 

写真 1-4 書院の庭で確認された石組 

 

写真 1-5 主屋の小屋裏で発見された祈祷札 

 

写真 1-6 御嶽講の世話人としての感謝状 

（昭和 28 年） 
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であることが分かる。 

以上より、建物としては街道沿いの他の民家と同

様の骨格を残しながら、要人や客人の導線と日常導

線とを明確に分ける設えとしている。 

江戸後期の名主屋敷として風格のあるたたずまい

と、甲州街道に面して昭和初期まで醤油製造業を営

むなど農商両方に関係する屋敷構えであった点が内

藤家住宅の歴史的価値を特徴付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-16 幕末期の本宿村居屋敷図（『府中市の社会生活史資料集(4)』より転載） 

 

図 1-18（左図） 甲州街道沿の本宿村の民家（松村家住宅）（『府中市の社会生活史資料集(4)』より転載） 

図 1-17（右図） 松村家住宅平面図（『府中市の社会生活史資料集(4)』より転載） 
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3-3-4． 

名主屋敷の類例建築と内藤家住宅との共通性と差異 

文化財指定され、都内近郊に現存する名主屋敷の

類例として、表 1-2～1-5 が挙げられる。 

名主屋敷の間取りの特徴は、「式台」、「玄関」、「ザ

シキ」等の家作がみられることにある。また座敷の

造作には、竿縁天井、床、棚、書院、欄間などの設

えがあり、丁寧な仕上げが施される場合が多い(5)。

こうした客座敷は、地位の高い役人（代官や武士）

が来訪した折に、執務・接客空間として利用し、 

日常の生活空間と執務・接客空間とを明確に区切る

点が共通している。 

その中で、内藤家主屋の特徴は曲り屋の形式にあ

る。他の名主屋敷は、いわゆる６間取りで接客空間

を内包した直屋形式が多い。一方、曲り屋形式の名

主屋敷としては田島家住宅（一之江名主屋敷 安永

３年（1774））（表 1-4/ 14 番）があり、内藤家住宅

と近似する。田島家住宅は、創建当初は桁行９間、

梁間５間半の直屋であったが、その後天保年間まで

に土間部を増築し、幕末に式台を増築していること

が分かっている(6)。 

その他、佐藤彦五郎旧邸（日野宿本陣）（表1-3 / 

9番）は、嘉永年間に火災で焼失後、元治元年（1864）

に再建された建物である。甲州街道に面して立ち、

明治期までは２間の座敷を角屋として伸ばしていた。

内藤家住宅に近い旧本田家住宅（表1-4/ 12番）では、

当初は６間取りの直屋であったが、江戸時代後期に

チャシツ（ショイン）が増築されていることが分か

っている(7)。さらに、旧石井家住宅は、江戸後期の

改修で座敷を増築し、６間取りの間取りとなり、名

主建築にふさわしい構えとなった(8)。 

なお、書院が別棟になることは、名主クラスの農

家ではまれではあるが、旧吉田邸（表 1-5 / 16 番）

や関家住宅（表 1-5 / 17 番）、大場家住宅がある（表

1-4 / 11 番）。 

内藤家住宅においては、書院と式台付き玄関は、

 
(5)渡邉美樹（2016）『東京に現存する名主屋敷の間取りについ

て』2015 年度日本建築学会関東支部研究報告書Ⅱ 

(6)文化財工学研究所（1993）『一之江名主屋敷主屋・長屋門・蔵

修理工事報告書』一之江名主屋敷修理委員会 

天保 12 年（1841）～嘉永２年（1849）の間に、主

屋とともに創建された。他の名主建築と比較して内

藤家住宅で特異なのは、玄関が主屋の奥に設けられ、

そこから書院棟へ誘導されるように計画されたこと

である。敷地が街道に北面していることから、街道

側からの訪問に対する配慮であったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)文化財保存計画協会編（2019）『本田家住宅 保存活用計画』

国立市教育委員会 
(8)立川市教育委員会 HP より 
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表 1-2 名主屋敷の類例建物 -1 

 場所 名　称 建築年代 当主 文化財指定

板橋区

【旧粕谷家住宅】

徳丸脇村の名主、粕谷家の隠居家から始まったとされ、

建物主屋は寄棟造りの茅葺き住宅で、享保8年(1723)に

建築された都内に現存する最古級の民家である。

享保8年

（1723）
名主

都指定

文化財

川崎市多摩区

（川崎市立日

本民家園移

築）

【旧伊藤家住宅】

橘樹郡金程村（川崎市麻生区金程）の農家で、江戸時代

には名主を勤めたと伝えられている。
17世紀末～

18世紀初
名主

市指定

文化財

稲城市

【平尾村の古民家（石井家）】

江戸時代後期に、平尾村の名主（なぬし）の住宅であ

る。

天保14年

（1843）
名主 ―

青梅市

【旧吉野家住宅】

旧吉野家住宅は江戸時代初期に新町村（現在の青梅市新

町）を開拓し、代々名主を勤めた吉野家の旧宅である。
天保８年

（1851）
代官

都指定

文化財

青梅市

【福島家住宅】

江戸初期から名主を勤めた福島家の住宅である。
18世紀

中頃
名主

都指定

文化財

5

・間取：多間型

・式台：有　客間：続き２間型

現在の住宅は江戸時代末期に建てられた物で、名主階層の住宅として「整形六間形」と呼ばれる多室間取りの典型。恵比

寿柱有り。

・間取：多間型(喰違い）

・式台：有　客間：続き２間型

入母屋造り、茅・杉皮葺き、平屋建て。江戸末期以前の特徴である喰違い六つ間。恵比寿柱有り。

2

3

・間取：広間型3間取

・式台：無　客間：（1室？）

入母屋造の草葺屋根で閉鎖的。一般的な広間型三間取だが、デイが12畳もあり、通例よりもかなり広いのが特色。

・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：1室

木造平屋建て寄棟造り萱葺き。恵比寿柱のことを次黒柱と呼ぶ。

4

1

No.
間取と特徴 平面図

・間取：4間型(喰違い）

・式台：無　客間：2室

名主民家にもかかわらず、式台や客間がない。名主建築としては、初期型と考えられる。恵比寿柱有り。
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表 1-3 名主屋敷の類例建物 -2 

場所 名　称 建築年代 当主 文化財指定

武蔵野市

【井口家住宅(旧関前村名主屋敷)】

関前村名主を世襲した井口家は、享保9年（1724）関前

新田の開発が始まると、同地に移り住み開発に従事し

た。

江戸後期 名主
市指定

文化財

西東京市

【旧下田名主住宅】

江戸中期以降の田無村の世襲名主。安政4年 （1857

年）に時の老中3人他幕閣重臣25人が、明治16年（1883

年）には明治天皇が立ち寄る。

安政4年

（1857）
名主

市指定

文化財

立川市（昭和

記念公園こも

れびの丘移

築）

【旧石井家住宅】

江戸中期（18世紀後半）に建てられた和泉村名主の屋

敷。 18世紀後半 名主
市指定

文化財

日野市

【佐藤彦五郎旧邸（日野宿本陣）】

日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が

本陣兼自宅として翌元治元年（1864）から使用された

建物。土方歳三の義兄・従兄で新選組の支援者としても

知られる佐藤彦五郎の旧宅。

元治元年

（1864）
名主 市史跡

大田区(江戸

東京たてもの

園へ移築)

【旧天明家住宅】

江戸時代、鵜（う）ノ木村（現在の大田区内）で重職を

勤めた旧家。正面に千鳥破風（ちどりはふ）をもつ主

屋・長屋門・枯山水庭園などに高い格式がうかがえる。

18世紀

後半
名主

市指定

文化財

8

9

・間取：多間型（喰違い）※改変後

・式台：無　客間：続き２間型

江戸後期の改修では、6部屋で構成される「六間取り」となり、名主にふさわしい造りとなった。

・間取：多間型　甲州街道沿

・式台：有　客間：続き２間型

嘉永2年（1849）正月18日の大火で焼失後の主屋にかわるものとして建設された。上段の間、御前の間は明治期に解体移築

され現在はない。座敷回りは畳廊下。控えの間の配置や、水回りの組み合わせに特徴がある。日常と執務・接客の明確な

区分、建具使い分け（板戸と襖）。

6

7

・間取：多間型(喰違い）

・式台：有　客間：続き２間型

屋根は改造されたが、もとは草葺きの入母屋造りであり、書院造風の農家の形式である。

・間取：多間型

・式台：有　客間：続き２間型

木造入母屋造三層（現在は二階建）の茅葺き（昭和60年（1985年） に銅版葺きにする）。

No.
間取と特徴 平面図

10

・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：続き２間型

旧天明家は鵜の木村の名主役を勤めた豪農とのことであるが、土間は壁で二つに仕切られており、女中部屋や産部屋、書

院の間等、普通の農家とは全く違う造り。シンザシキと帳台（執務）が存在している。
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表 1-4 名主屋敷の類例建物 -3 

3 
場所 名　称 建築年代 当主 文化財指定

世田谷区

【大場家住宅】

大場家住宅主屋は、大場六兵衛盛政が代官となってから

明治維新まで世田谷代官屋敷として使われる。

元文2年

(1737)
名主/代官

国指定

重要文化財

国立市

【旧本田家住宅】

かつて「谷保村」と呼ばれていた集落で、江戸時代前期

より居を構える旧家である。少なくとも 9 代定綏以降

の当主は代々名主や年寄りをつとめ、現在まで16代に

及んだ歴代の当主からは多くの書家を輩出し、また漢方

医としての家業を継承した歴史をもつ。

享保16年

（1731）推定
名主

都指定

文化財

多摩市

【旧富澤家住宅】

18世紀後半に建築された連光寺の名主の家を移築し

た。明治天皇などが行幸した際には御小休所として利用

された。

慶応年間 名主
市指定

文化財

江戸川区

【田島家住宅(一之江名主屋敷)】

江戸時代の初めにこの地で新田を開いた田島家の屋敷。

一之江新田の名主を代々勤めた。現在の主屋は安永年間

（1772年から1780年）の再建である。

安永3年

（1774）
名主

都指定

文化財

町田市

【神蔵屋敷住宅(金井代官屋敷)】

旧金井、木倉の両村は元旗本福井氏の所領だったが、正

徳５年（1715）お家断絶で幕府の御領所になると、神

蔵家が当地の代官を世襲した。

19世紀以降 名主 市史跡

11
・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：続き3間型　別棟

現状は7部屋だが、江戸期は座敷が分棟で付属する。南西の隅には蔵前を介し、文化12年(1815)に建てられた内蔵がある。

外観は軒先を四方せがい造りとし、軒高が13尺と一般農家に比べて立ちが高い。宝暦3年(1753)に式台が付される。

No.
間取と特徴 平面図

14
・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：続き2間型

玄関と座敷、土間をそなえた茅葺きの曲り屋。創建当初は桁行9間、梁間5間半の直屋。天保年間までに土間部を増築。幕

末に式台増築(報告書より)。ナカノマとツギノマは板戸で仕切る。イリガワは畳。

15
・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：続き2間型(独立）

明治 39 年建替前の間取略図が存在する。これによると旧主屋は桁行12 間半・梁行5 間半ほどの大型 6 間取りの茅葺き民

家である。現状は近代和風民家である。

12

13

・間取：多間型（喰違い）甲州街道沿

・式台：有　客間：続き3間型

屋根は入母屋造り茅葺き。江戸時代後期にチャシツ（ショイン）が増築されている。表門は昭和初期の甲州街道拡幅工事

に伴い現在の位置に移築される。

・間取：多間型（喰違い）

・式台：有　客間：続き2間型

主屋は、文化9年(1812)の屋根葺替の記録から、既にそれ以前に建てられていたことが分かる。また、嘉永5年(1852)から

明治期に、式台付玄関・客座敷の縁・便所等の増改築を行う。コザシキを配す。
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表 1-5 名主屋敷の類例建物 -4 

3 場所 名　称 建築年代 当主 文化財指定

千葉県柏市

【旧吉田家住宅】

士分格の家柄・豪農・商家といった3つの側面をもった

大型民家の屋敷構えが特徴的で、当地方の農家における

住宅形式の到達点。現存建造群は、江戸末期から明治期

前半にかけ、継続的に造られていったもの。幕末から大

正11年まで醤油業を営む（右の家相図）。

嘉永年間 名主/商家
国指定

重要文化財

横浜市

【旧関家住宅】

勝田村で、代々名主を勤めたのが関家。世襲であったた

め貴重な文書が大量に残る。江戸時代の終わりには、名

主だけでなく代官も兼ねた。関東最古級の民家である。
17世紀前半 代官/名主

国指定

重要文化財

府中市

【内藤家住宅】

本宿村の名主を務め、明治時代には西府村の初代村長を

勤めた上層農家の屋敷である。主屋及び書院は天保12

年から嘉永2年までにかけて建設され、格式高い式台・

玄関を備えた構えであり、都内でも最大規模の平面を持

つ2階建ての建物である。

天保12年

～嘉永２年

（1841～1849）

名主
都指定

文化財

間取と特徴 平面図

・間取：多間型

・式台：有　客間：続き2間型　別棟

主屋、書院、新座敷に分かれる。書院には小座敷が付随する。

・間取：多間型

・式台：有　客間：続き2間型　別棟

主屋は桁行10間、梁間5間で、他の古民家に比べ一回り大きい。17世紀前半の建築。書院は十畳二間がある。18世紀前半の

建築で増築された。

・間取：多間型　(喰違い) 甲州街道沿

・式台：有　客間：続き2間型　別棟

格式高い式台・玄関を備えた構えであり、都内でも最大規模の平面を持つ2階建ての建物。別棟の書院を備える。表門から

見える主屋の北側に設置された式台・玄関から書院へ客を迎え入れる独自の配置。執務・接客空間と日常空間を明確に分

ける。十帖は控えの間か（水回り及び板戸と猿落しから）書院横の八畳間もコザシキ的な空間と考えられる。

18

No.

16

17
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４．文化財保護の経緯 

4-1．保存事業履歴 

これまでに保存事業（保存修理、環境保全、防災 

施設等）は実施していない。ただし、令和６年（2024）

３月に建造物が寄贈されるまでは、住居として使用

するための維持管理は各所で行われている。 

 

4-2．活用履歴 

令和 6 年（2024）3 月に建造物が寄贈される以前は

住居として使用されており、これまでに活用した実

績はない。 

 

５．保護の現状と課題 

5-1．保存の現状と課題 

内藤家住宅の建造物及び庭園は、これまで所有者

による適切な維持管理、補修等がなされてきた。 

主屋（書院・土蔵を含む。）に関しては、現状にお

いて軸部の傾斜や床の不陸も目視では確認されず、

屋根の葺き替えを含む幾度かの増改築や補修等がな

されているものの、当初部材や空間性を損なうこと

なく、保存状態は良好である。主な改変のうち、主

屋十帖の内装改修及び土間の応接室等の増設は、可

逆性のある改変であり、今後の活用の方針に併せ、

必要に応じて撤去が可能である（十帖の内装改修は

撤去済みであるが、隠蔽部分には当初部材が残存し

ていた）。今後の調査において精査する中で、復原が

可能であれば、文化財としての価値向上につながる

ことが期待される。 

表門に関しては、車両の通過による柱内側の傷が

著しく、今後も車両がここを通過する場合には、適 

切な保護措置を講じ、これ以上の破損を予防するこ

とが必須である。 

一方、庭園に関しては、防火・防災上の観点も併

せ、樹木の成長に合わせた計画的な剪定や植替え等

も適切に行っていく必要がある。併せて、庭園内の

石造物（石垣、井戸石、石灯籠等）や工作物（小社、

鳥居、門塀等）、敷石、地形等についても、同じく維

持管理を行っていくことが必要である。 

5-2．活用の現状と課題 

これまで代々、住居として使用されてきた内藤家

住宅を今後、公開活用していくに当たっては、旧甲

州街道に面したその立地条件を含め、歴史ある屋敷

地内に点在する主屋を始めとした各種建造物と、周

囲の庭園を含む、全体的な規模や格式、生活空間と

しての構成やたたずまいも含め、一体的な屋敷構え

をまとまりとして公開するような活用が望まれる。 

 

６．計画の概要 

6-1．計画区域 

本計画の対象区域は、東京都有形文化財（建造物）

に指定された範囲とする。ただし、活用整備におい

ては、敷地全体を一体的に整備して当地が持つポテ

ンシャルを最大限にいかす。また、隣接地（指定範

囲外）との連携を視野に入れる。（図 1-22 参照） 

 

6-2．計画の目的 

本計画は、内藤家住宅の東京都指定有形文化財（建

造物）としての価値を明らかにし、関係者がその文

化財的価値についての理解と考え方を共有し、適切

な保存と活用を図ることが可能となるよう、必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

6-3．基本方針 

文化財としての内藤家住宅の価値は、農家と商家

の両方の性格を併せ持ち、双方の特性をうまく連携

させながら、甲州街道の沿道という立地を最大限に

いかして、家勢を増した点に大きな特徴がある。建

築的特徴としては、書院を重視した構えと、格段に

大きな規模を持つ都内有数の農家建築である点が特

筆され、主屋・書院・土蔵等といった一連の建造物

群が良好な状態で保存されていることにある。その

本質的価値を損なわないための保護の措置を検討す

ることを基本としながら、これを将来にわたり適切

に維持管理し、本質的価値を広く訴求していくため

の活用方法について計画する。 

「名主屋敷としての空間性」と「商業経営により

栄えた生業と空間性」を保存し活用するためには、
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屋敷地内に配置された建造物や庭園だけでなく、生

活の中で使われてきた調度品や生活道具、関連資料

等を保存していくことも重要である。一方で、こう

した文化財を「現代の地域文化と暮らしの中で活用

していく」ためには、建造物、庭園そのものを体験

してもらうことが重要であり、このことが文化財と

しての価値の理解につながるものと考えている。  

また、文化財へのアプローチを促進するため、飲

食や文化体験のできる身近な場所として公開活用を

図り、人々に開かれた文化交流拠点として積極的に

活用していく方針である。 

保存により文化財的価値を資源とした活用が可能

となり、活用によって保存への関心が高まるものと

考えている。保存と活用を両輪のように循環させ、

相乗効果が生まれるような計画を目指し、文化財の

新しい活用の在り方に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

・内藤家住宅の本質的価値を明らかにし、これ 

を損なわないための保護の措置を検討する。 

・関連する地域資源とも連携し、地域の歴史と 

文化を継承するための文化交流拠点となる事 

を目指して保存と活用を両立させる。 

・施設としての持続可能性を考慮し、文化財的 

価値を資源に集客力を高め、教育的効果の向 

上と収益性の向上を両立させる体験群を創造

する。 

図 1-19 公開活用イメージ 
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図 1-20 指定範囲図 
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図 1-21 管理区分図 
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庭園 
・一般公開 

・書院との連携 

文化交流拠点 

来訪者動線 

▼ 

図 1-22 基本方針図 
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